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１． はじめに 

近年、電気製品に対する規格は、国際

標準化されており、日本の工業規格（JIS）

も国際規格を参考に確立されてきている。

その中で、電波に関する規格は、各国間

で共通に利用される航空無線、船舶無線

や、国毎の公共放送などもあり、古くか

ら世界共通の規格が確立されてきた。し

かし、電波と一言で表現されていても、

今やその利用方法は多岐に及び、機械加

工や、レーダー、GPS,電子レンジ、ID 認

証、電力供給、充電設備、医療用設備な

ど、今現在も新しい利用方法が開拓され

続けている。 

電波を利用する設備・方法が増加し続

けていることに対し、電波に関する規格

も遅れることなく整備されることが求め

られており、多くの時間を費やしている。 

２． CISPR11 とは 

CISPR とは国際無線障害特別委員会の

略で、組織を表す。この組織は IEC(国際

電気標準会議)の一部である。 

CISPR は幾つかに分かれており、

CISPR11 は工業、化学、医療(ISM)向け高

周波機器に、機器から発せられる電波に

対する限度値及び測定方法が記載されて

いる。 

CISPR11 の中では、工業製品である高

周波を利用した材料加工設備や一般家庭

にもある電子レンジなども含まれており、

医療用設備もその一つとして含まれてい

る。 

医療用設備に対する規格は、安全規格

であるIEC60601シリーズ(日本ではJIS T 

0601 シリーズ)が元となり、IEC60601-1-2

の中で、電波に対する規格の一部を

CISPR11 に従うように定めている。 

 

 

３． 医療に必要なエネルギ 

マイクロ波治療器は『治癒や疼痛緩和

を促進することを目的として、皮下 1cm

～2cm の体組織を加熱する。』として使用

される治療器であり、その必要性は『組

織は加熱されるが、外科的ジアテルミー

のように損傷されることはなく、重要な

治療効果もたらす。』ことから、多くの施

設で使用されている。 
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４． CISPR11 の中の医療設備 

CIPSR11 本文を見ると、被測定機器は

分野、周波数、出力される電波の種類な

ど、さまざまに分類されている。長い歴

史の中で、類別する必要があり都度分類

が増えたものと思われる。 

その中で、マイクロ波治療器は、マグ

ネトロンを使った発振の構造より電子レ

ンジと共通の限度値が定められている。

しかし機器の特性から測定方法について

は、医療器の分類として、異なった測定

条件が作られている。 

測定方法だけをフォーカスすれば、電

子レンジは測定の際に、『負荷搭載用面の

中央に初期温度 20°C ± 5°C の 1 リッ

トルの水道水を負荷として置く』測定方

法であり、マイクロ波治療器は『アプリ

ケータ(照射器)の場所及び方向を可能な

範囲で変えて測定する』方法があり、そ

れぞれの機器の使用方法に準じているよ

うに見える。また、限度値だけにフォー

カスすると発振構造から限度値が決めら

れるのも不自然ではなく見える。 

規格の見直しを行う際に、限度値の範

囲を広げる提案がされ限度値を共有でき

ない事情が発生した。 

広がられた範囲は、治療エネルギを直

接測定するものとなり、測定条件に変更

が加えられていなかった。測定範囲が変

更される前の測定条件 『アプリケータ

(照射器)の場所及び方向を可能な範囲で

変えて測定すること。』 の記載は変更さ

れておらず、そのままでは、測定用アン

テナに直接治療エネルギを照射しての測

定となる。電子レンジは、金属の箱の中

に、対象物を収めて放射しながらの測定

となっている。 

この差は、測定結果を比較してみると、

見た目でも共有することが適切ではない

ことがわかる。(グラフ 1) 

EMC 規格への準拠だけにフォーカスす

ると、マイクロ波治療器の出力を電子レ

ンジと同様になるように出力を下げれば、

限度値の共有は適切に見えてくる。しか

し、治療に必要なエネルギが得られず治

マイクロ波治療器 

電子レンジ 

グラフ１ 
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療器としての性能を失い、治療器として

成立しない。 

電波に限らず、規格の作成には、多く

の要素を含めなければならない。例えば、

ある道路に速度などの制限を作ろうとす

ると、「安全な速度」に制限することにな

るが、「安全な速度」はどんな要素によっ

て変化するかを考えなければならない。

道幅が広い方が危険は減り、カーブが多

ければ危険は増す。歩道の有無も配慮し

なければならい。不要な低い制限速度は

渋滞などの原因となり、利便性を悪化さ

せる。 

電波の規格も同様に、機器の構造、使

用環境、使用者などを配慮しなければ適

切な規格とは言えず、規格の作成には、

様々な要素が付加され、議論され、実験

を経て作成されていく。また一度作成さ

れた規格は、“永遠”ではなく、時代の流

れ、技術の進歩に合わせて見直さなけれ

ば、発展にブレーキをかけることになる。 

今回のケースでは、電子レンジとの違

いを、試験データを使って説明し、さら

に測定時には、フィルタなどを使用しな

いと測定器の誤表示を発生させる可能性

がある状況の中で測定していることを、

説明した。これを基に、共有する限度値

が適切な値になるための手段を模索した。 

途中、数名の委員から、現実の測定経

験の不足から、机上の理論で反対する意

見もあり、その意見が実現可能なもので

あるかの検証も実施するなど多くの時間

を費やしたが、最後は電子レンジとの比

較試験を続けた結果、治療エネルギを十

分吸収できる負荷を接続する測定条件の

提案を行い、合意に至った。(グラフ 2） 

５． まとめ 

提案により治療効果を犠牲にすること

なく、製品を提供し続けることができる

ようになったが、時代の流れ、技術の進

歩により、より高いレベルの製品提供が

必要になる。 
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